
住
生
活
基
本
計
画
（全
国
計
画
）
法
第
１
５
条
に
定
め
る
事
項

①
計
画
期
間
（
現
行
R3
～
12
年
度
）

②
住
生
活
の
安
定
の
確
保
及
び
向
上
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の

基
本
的
な
方
針

③
国
民
の
住
生
活
の
安
定
の
確
保
及
び
向
上
の
促
進
に
関
す
る
目
標

④
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
住
生
活
の
安
定
の
確
保
及
び
向
上
の
促
進
に

関
す
る
施
策
の
基
本
的
な
も
の

⑤
住
宅
に
対
す
る
需
要
が
著
し
く
多
い
都
道
府
県
の
住
宅
の
供
給
等
及
び

住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す

る
事
項

⑥
そ
の
他
住
生
活
の
安
定
の
確
保
及
び
向
上
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
総

合
的
か
つ
計
画
的
に
促
進
す
る
た
め
の
事
項

兵
庫
県
住
生
活
基
本
計
画

法
第
１
７
条
に
定
め
る
事
項

①
計
画
期
間
（
現
行
H2
8～
3
7年
度
、
見
直
し
R3
～
12
年
度
）

②
住
生
活
の
安
定
の
確
保
及
び
向
上
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の

基
本
的
な
方
針

③
住
民
の
住
生
活
の
安
定
の
確
保
及
び
向
上
の
促
進
に
関
す
る
目
標

④
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
住
生
活
の
安
定
の
確
保
及
び
向
上
の
促
進
に

関
す
る
施
策

⑤
計
画
期
間
に
お
け
る
公
営
住
宅
の
供
給
目
標
量

⑥
住
宅
に
対
す
る
需
要
が
著
し
く
多
い
都
道
府
県
の
住
宅
の
供
給
等
及
び

住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す

る
事
項

⑦
そ
の
他
住
生
活
の
安
定
の
確
保
及
び
向
上
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
総

合
的
か
つ
計
画
的
に
促
進
す
る
た
め
の
事
項

住
生
活
基
本
法

○
目
的

住
生
活
の
安
定
の
確
保
及
び
向
上
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
、

基
本
理
念
等
を
明
ら
か
に
し
、
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と

に
よ
り
豊
か
な
住
生
活
を
実
現

○
４
つ
の
基
本
理
念

①
現
在
及
び
将
来
の
住
生
活
の
基
盤
と
な
る
良
質
な
住
宅
の
供
給
等

②
住
民
が
誇
り
と
愛
着
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
良
好
な
居
住
環
境
の
形
成

③
民
間
活
力
、
既
存
ス
ト
ッ
ク
を
活
用
す
る
市
場
の
整
備
と
消
費
者
利
益

の
保
護

④
低
額
所
得
者
、
高
齢
者
、
子
育
て
世
帯
等
の
居
住
の
安
定
確
保

基
本
理
念
に
の
っ
と
り
定
め
る

全
国
計
画
に
即
し
て
定
め
る

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
基
本
方
針
（
令
和

3年
6月
交
付
予
定
）
法
第
３
条
に
定
め
る
事
項

①
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

②
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
目
標
の
設
定
に
関
す
る
事
項

③
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
指
針
に
関
す
る
事
項
（
助
言
・
指
導
等
を
行
う
場
合
の
判
断
の
目
安
、
管
理
計
画
認
定
基
準
を
含
む
）

④
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
そ
の
他
の
措
置
が
必
要
な
と
き
に
お
け
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
そ
の
他
の
措
置
に
向
け
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所

有
者
等
の
合
意
形
成
の
促
進
に
関
す
る
事
項

⑤
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
啓
発
及
び
知
識
の
普
及
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

⑥
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
計
画
の
策
定
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
そ
の
他
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
重
要
事
項

兵
庫
県
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
計
画
（
仮
）
法
第
３
条
の
２
に
定
め
る
事
項

①
区
域
内
に
お
け
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
目
標

②
区
域
内
に
お
け
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
に
関
す
る
事
項

③
区
域
内
に
お
け
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
を
図
る
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

④
都
道
府
県
等
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
指
針
に
関
す
る
事
項

⑤
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
啓
発
及
び
知
識
の
普
及
に
関
す
る
事
項

⑥
計
画
期
間

⑦
そ
の
他
区
域
内
に
お
け
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
し
必
要
な
事
項

※
県
計
画
の
対
象
区
域
は
町
域

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
法
（
令
和
２
年
６
月
改
正
法
公
布
）

○
目
的

土
地
利
用
の
高
度
化
の
進
展
そ
の
他
国
民
の
住
生
活
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
に
伴
い
、
多
数
の
区
分
所
有
者
が
居
住
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の

重
要
性
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
を
指
針
す
る
た
め
の
各
種
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
マ
ン
シ
ョ

ン
に
お
け
る
良
好
な
居
住
環
境
の
確
保
を
図
り
、
も
っ
て
国
民
生
活
の
安
定
向
上
と
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
。

○
主
な
措
置

①
管
理
組
合
等
に
よ
る
自
主
的
な
適
正
管
理
へ
の
努
力
義
務
規
定

②
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
制
度
の
創
設

③
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
の
適
正
化
（
登
録
制
度
の
創
設
、
管
理
業
者
の
団
体
の
指
定
）

④
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
セ
ン
タ
ー
の
指
定

⑤
設
計
図
書
の
交
付
義
務
付
け

⑥
国
に
よ
る
基
本
方
針
の
策
定

⑦
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
管
理
適
正
化
の
推
進
（
推
進
計
画
作
成
、
管
理
計
画
認
定
、
助
言
・
指
導
等
）

⑧
地
方
住
宅
供
給
公
社
に
よ
る
業
務
特
例
の
制
定

基
本
方
針
に
基
づ
き
定
め
る

市
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理

適
正
化
推
進
計
画

①
～
⑦
は
同
左

※
市
計
画
の
対
象
区

域
は
当
該
市
域

『
住
生
活
基
本
計
画
』
『
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
計
画
』
の
関
係
図

調
和

調
和

※
県
計
画
で
は
町
域
を
対
象
と
し
て
法
定
事
項
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
県
内
全
体
を
対
象
と
し
た
任
意
の
取
組
を
記
載
す
る
。

資料３－５


